
 

 

 

 

 

 

鹿児島市交通局不用品（廃車バス）売却
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〒８９０－００５５ 

鹿児島市上荒田町３７番２０号 

鹿児島市交通局 経営課財務係 

ＴＥＬ ０９９－２５７－２１１１ 

(内線２５６) 

  



鹿児島市交通局不用品（廃車バス）売却に係る制限付き一般競争入札については、関係法令に

定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 

 

１ 入札に関する事項 

  鹿児島市交通局廃車バス売却 ７両 （＜物件番号＞ １から７まで） 

  ７件それぞれの入札とする。 

概要は、車両概要（売却車両一覧兼カルテ）及び車両概要１から車両概要７のとおり。 

 

２ 入札の参加資格 

入札に参加することができる者は、次に掲げる資格要件の全てを満たす者とする。 

  (1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

  (2) この公告の日から入札参加資格審査申請の受付期限の日までの間において、鹿児島市

交通局業務委託等有資格業者の指名停止に関する要綱（平成１８年３月３１日制定）に

基づく指名停止又は鹿児島市交通局が行う契約からの暴力団排除対策要綱（平成２６年

４月１日制定）に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該

当しない者であること。 

(4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされて

いる者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立て

がなされている者でないこと。 

(5) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 

 

３ 入札参加資格申請 

(1) 入札に参加を希望する者は、物件ごとに、次に掲げる書類（以下「申請書等」という。） 

を所定の期日までに交通事業管理者に提出し、入札参加資格の確認を受けなければなら

ない。但し、ウからオについては発行日から３月以内のもの。 

なお、所定の期日までに申請書等を提出した者で入札参加資格があると認められた者

でなければ、本入札に参加することはできない。 

ア 一般競争入札参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）（様式あり） 

イ 資本関係又は人的関係のある法人に係る申告書（法人の場合に限る。）（様式あり） 

ウ 商業登記簿謄本の履歴事項全部証明書（法人の場合に限る。） 

エ 住民票の写し（個人の場合に限る。） 

オ 印鑑証明書（提出書類は登録印で押印する。） 

(2) 受付期間 



   本公告の日から令和６年８月１６日（金）まで（土曜日、日曜日及び休日を除く。） 

  (3) 受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで（正午から午後１時までの時間を除く。） 

  (4)受付場所 

   〒８９０－００５５ 鹿児島市上荒田町３７番２０号  

鹿児島市交通局経営課財務係 

  (5) 提出部数 各１部 

  (6) その他 

申請書及び申請関係書類の様式は、鹿児島市交通局ホームページにおいて入手すること

ができる。（https://www.kotsu-city-kagoshima.jp）  

 

４ 入札参加資格の通知等 

    入札参加資格は、提出された書類により審査し、その結果は令和６年８月２０日（火）

までに通知する。入札書・入札保証金納付書兼入札保証金還付請求書及び委任状の様式を

この通知時に送付する。 

 

５ 売却物件の公開の日時及び場所等 

  (1) 日時 

令和６年８月７日（水） 午前１０時から午前１１時まで 

  (2) 場所 

鹿児島市交通局浜町車庫   鹿児島市浜町３番１８号 

  (3) 申込方法等 

売却物件の見学を希望する者は、令和６年８月６日（火）午後５時１５分までに連絡す

ること。 

鹿児島市交通局経営課財務係 ０９９－２５７－２１１１（２５６） 

※ 確認をしなくても入札には参加できるが、物件に関するすべての事項を了承されて 

いるものとみなす。 

 

６ 入札書の記載等 

(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とするので、入札者

は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契

約希望金額を入札書に記載する。 

(2) 入札書は、内封筒（定形封筒【長形３号】（Ａ４三つ折りが入るサイズ））に入れ密封し、

かつ、氏名（法人の場合はその名称または商号）及び「令和６年９月２日開封〔不用品

（廃車バス）売却の物件番号 〕の入札書在中」と朱書きする。 

入札書を封入した封筒及び入札保証金納付書兼入札保証金還付請求書と郵便為替証書 

   又は領収書等振込みがわかるものを外封筒（定形外封筒【角形２号】（Ａ４がそのまま入



るサイズ））に入れ密封し、「令和６年９月２日開封〔不用品（廃車バス）売却〕の入札書

在中」と朱書きしなければならない。【二重封筒で提出】 

  (3) 入札書の日付は、入札参加通知日から、入札書を提出するまでの日付とする。 

(4）入札に係る費用は入札参加者の負担とする。 

 

７ 入札書等提出期間及び場所等 

(1) 提出期間 

 令和６年８月２０日（火）から令和６年８月３０日（金）午後５時１５分まで（持参の場

合は、土曜日及び日曜日を除く。郵送の場合は必着） 

(2) 提出先 

 〒８９０－００５５ 鹿児島市上荒田町３７番２０号  

鹿児島市交通局経営課財務係 

(3) 提出方法 

持参又は書留郵便により送付すること。 

直接持参する場合は月曜日から金曜日（土曜日、日曜日及び休日を除く）の午前８時 

３０分から午後５時１５分まで（正午から午後１時までの時間を除く。）とする。 

 

８ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金 

ア 入札保証金の額 

見積もった契約希望金額の１００分の５以上の金額。 

     例：入札金額が１，０００，０００円の場合 

       契約保証金は１，０００，０００円の１００分の５以上なので 

      ５０，０００円以上となる。 

   イ 入札保証金の納付  

入札保証金の納付は口座振込又は郵便為替証書（令和６年６月以降に発行されたもの

で指定受取人欄が空欄のものに限る。）とする。入札保証金納付書兼入札保証金還付請

求書を同時に提出する。 

口座振込の場合は入札保証金納付書兼入札保証金還付請求書に領収書等の振り込んだ

ことが確認できるもののコピーを添付すること。また、還付先の申請者本人の口座の通

帳のコピー等を添付すること。 

    複数の郵便為替証書で納付する場合、入札保証金納付書兼入札保証金還付請求書にそ

れぞれの記号番号・額面金額を記入し提出すること。 

   ウ 入札保証金の納付期限 

     入札保証金は入札書の提出期限までに納付すること。  

   エ 入札保証金の還付 

    入札保証金は、落札者のものを除き開札後還付する。ただし、落札者には、契約締結



後還付する。口座振込で納付された場合、申請者本人の口座へ振込むこととし、郵便為

替証書で納付された場合、郵送された郵便為替証書を返送し還付する。但し、複数分を

まとめた金額の郵便為替証書で納付し、一部が落札分となった場合は、契約締結後まと

めて還付する。入札保証金に利息は付かない。 

  オ 落札者が、契約締結期限までに契約を締結しない場合は、その落札を無効とし、入札

保証金は鹿児島市交通局に帰属する。 

(2) 契約保証金の額 

免除する。 

 

９ 開札 

(1) 開札の立会等 

開札を執行する職員以外の職員が立ち会う。 

    なお、入札参加者は、開札に立会うこと（立会は任意）ができる。開札会場への入場に

は４の通知書（原本）を持参すること。代理人が立会う場合は委任状を持参すること。 

(2)  日時 

令和６年９月２日（月） 午前１０時から物件番号順に開札する。 

(3)  場所 

鹿児島市交通局（３階）第３会議室 

 

１０ 入札の無効等 

  (1) 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

ア 入札に参加する資格のない者及び申請書に虚偽の記載をした者のした入札 

イ 所定の入札保証金を納付していない入札 

ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札 

エ ２以上の入札書による入札 

オ 入札金額が加除訂正されている入札書による入札 

カ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書によ

る入札 

キ 明らかに連合によると認められる入札 

ク その他入札に関する条件に違反した入札  

  (2) くじによる落札決定において同価入札をした者は、くじを辞退することはできない。 

  (3) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 

 

１１ 落札者の決定方法等 

(1) 有効な入札書を提出したもので、予定価格以上の最高の価格をもって入札したものを

落札者とする。 

(2) 同じ価格の応札者が２者以上あった場合は、直ちにくじによって落札者を決定する。 



   くじは、入札参加者が開札の立会いをしている場合は、その者にくじをひかせ、開札に立

会っていない者については、開札を執行している職員以外の職員にくじを引かせ決定す

る。 

  (3) 開札結果については、入札者全員分の内容「入札金額、入札者名（個人の場合は、氏

名を非公表とする。）」を公表する。また、同内容を鹿児島市交通局ホームページで公表す

る。 

  (4) 落札者には、契約書・売却代金納付書等の関係書類等を郵送する。 

 

１２ 契約書の提出 

    落札者は、令和６年９月９日（月）までに契約を締結しなければならない。 

 

１３ 購入代金の納入 

  購入代金は、契約締結後に交付する納付書をもって、本局が指定する期日までに、 

 指定する金融機関に全額一括納入しなければならない。（口座への直接振込みの場合 

は振込手数料は落札者の負担とする。） 

 

１４ 車両引取 

(1) 引取期限 

令和６年９月３０日（月）までとする。ただし、土曜日、日曜日及び休日を除く。 

(2) 引取時間 

    午前１０時から午後４時までとする。ただし、正午から午後１時までの時間を除く。 

(3) 引取費用 

落札者の負担とする。 

(4) その他 

     車両の引渡しは現状渡しとし、引取後の不調、故障及び損傷等の対応は一切行わない 

ものとする。 

 

１５ その他 

(1) 登録識別情報等通知書・リサイクル券及び譲渡証明書については、鹿児島市交通局が 

用意するものとする。 

(2) 車体に記載してある「鹿児島市交通局」の文字等を引取後、落札者の負担で消すこ

と。（消去後の写真の提出を求める場合がある。） 

 

１６ 問い合わせ先 

〒８９０－００５５ 鹿児島市上荒田町３７番２０号  

鹿児島市交通局経営課財務係 

電 話 ０９９－２５７－２１１１（２５６） ＦＡＸ ０９９－２５８－６７４１ 



入札用封筒記載例 【二重封筒で提出】 

 【内封筒】 定形封筒【長形３号】（Ａ４三つ折りが入るサイズ） 

入札書を入れる（複数の物件を入札する場合、それぞれ別の封筒へ入れる。） 

（表）                   （裏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【外封筒】 定形外封筒【角形２号】（Ａ４がそのまま入るサイズ） 

入札書を封入した封筒及び入札保証金納付書兼入札保証金還付請求書と郵便為替証書 

又は領収書等振込みがわかるものを入れる（複数の物件をまとめて封入されて構いませ

ん。） 

（表）                   （裏） 
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申請書等の提出からの流れ 
 

１ 入札参加申込 

 提出期限：令和６年８月１６日（金）必着（土曜日、日曜日及び休日を除く。） 

      午前８時３０分から午後５時１５分まで（正午から午後１時までの時間を除

く。） 

提出方法：持参又は郵便 

受付場所：〒８９０－００５５ 

鹿児島市上荒田町３７番２０号 

鹿児島市交通局経営課 財務係 

 

 

 

２ 売却物件の公開（７両）（任意） 

日時：令和６年８月７日（水） 

午前１０時から午前１１時まで 

 場所：鹿児島市交通局浜町車庫   鹿児島市浜町３番１８号  

申込：売却物件見学を希望する者は、公開日の前日（土曜日及び日曜日を除く。）までに連絡。 

 連絡：鹿児島市交通局経営課財務係 ＴＥＬ099-257-2111（内線 256） 

※ 入札参加にあたり、必ずしも現車見学をする必要はないが、物件に関するすべての 

事項を了承されているものとみなす。 

 

 

３ 入札書の提出及び入札保証金の納付 

提出期限：令和６年８月３０日（金）午後５時１５分 【必着】 

直接持参する場合は月曜日から金曜日（土曜日及び日曜日を除く）の午前８

時３０分から午後５時１５分まで（正午から午後１時までの時間を除く。） 

提出書類：①入札書【入札書提出用封筒】 

      ②入札保証金（領収書等振込みがわかるもののコピー又は郵便為替証書で 

令和６年６月以降に発行されたもので指定受取人欄が空欄のものに限

る。） 

       ③入札保証金納付書兼入札保証金還付請求書 

提出方法：持参又は書留郵便により提出すること。 

提出先： 〒８９０－００５５ 鹿児島市上荒田町３７番２０号  

鹿児島市交通局経営課 財務係 

 

 

 

４ 契約書の締結及び売却代金の納付 

① 契約書の提出期限              ② 売却代金の納付期限 

  令和６年９月９日（月）まで          鹿児島市交通局が指定する日まで 

 

 

 

５ 引取り  ※ 契約書の締結及び売却代金の納付後の引取りとなる。 

 引取期限：令和６年９月３０日（月） 

 引取場所：鹿児島市交通局浜町車庫   鹿児島市浜町３番１８号 


